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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に連続する凹溝が側面に設けられた長尺床材が下方から支持される構造材にね
じ固定される固定部と、
この固定部の両側から前記凹溝の下方の壁の上端まで立ち上がる立ち上がり部と、
各立ち上がり部の上端から外側に延出し、凹溝の下方の壁を構造材との間で挟み込んで長
尺床材を固定する押さえ部とを備える長尺床材固定金具であって、
少なくとも一方の前記押さえ部が、前記凹溝の下方の壁に食い込む複数の突起を備え、
これらの突起は、前記立ち上がり部の上縁に沿う方向の両端縁より内側に入った位置に設
けられているとともに、
前記立ち上がり部の上縁に沿う方向の、一端に配置された突起と、他端に配置された突起
との外側端面間の距離が、長手方向に連設される長尺床材との設定目地幅と同じになって
いることを特徴とする長尺床材の固定金具。
【請求項２】
　一方の押さえ部のみに突起が設けられていて、他方の押さえ部の端縁が構造材側に向か
って凸のＲ形状をしている請求項１に記載の長尺床材の固定金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長尺床材の固定金具に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　デッキ材などと称される長尺床材の構造材への固定方法として、図９に示すような固定
金具１００を用いた図１０に示すような方法が、既に提案されている（特許文献１参照）
。
　この固定方法は、図１０に示すように、長手方向に貫通する筒状中空部３２０を複数備
えるとともに、長手方向に連続する凹溝３１０が側面に設けられている長尺床材３００を
、長尺床材３００を下方から支持する構造材としての根太２００上に所定の目地幅で並べ
た状態に配置するとともに、図９に示す固定金具１００の固定部１１０を長尺床材３００
と長尺床材３００との間で根太２００にビス２１０を用いて固定し、固定金具１００の押
さえ部１３０と、根太２００との間で凹溝３１０の根太２００側の壁３１１を弾性挟持し
て長尺床材３００をズレ動かないように固定するようにしている。
【０００３】
　この固定方法は、長尺床材３００の上面から釘を根太２００に打ち込むまたはビスをね
じ込んで固定する方式に比べ、見栄えよく施工できる。
　また、上記の固定金具１００を用いた長尺床材３００の固定方法においては、幅方向に
敷き並べられる長尺床材３００の幅方向の端面が、固定金具１００の立ち上がり部１２０
に当接するように施工されるため、長尺床材３００が短手方向に敷き並べられる場合（以
下、「横継ぎ施工」と記す）、長尺床材３００間の目地幅が一定間隔に保持されるように
なる。
【０００４】
　一方、長尺床材３００の長手方向に敷き並べられ、長手方向に隣り合う長尺床材３００
間に目地が必要な縦継ぎ施工を行う場合は、上記固定金具１００では、長手方向に隣り合
う長尺床材３００間に、一定の目地幅を正確に確保する事が出来ない。したがって、従来
は、縦継ぎ施工の場合、一定の目地幅を確保するための専用のスペーサーを別に用意する
か、現場施工で端材等を一定間隔に切断し、それをスペーサーとして使用する方法が用い
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－０２７７２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のように別途専用のスペーサーを予め用意しておく場合、スペーサ
ーの製造コストが別途かかるとともに、スペーサーの保管コストもかかる。また、端材等
を用いて現場施工でスペーサーを作製する場合、端材を用いているので、コスト的には問
題がないが、施工性の点で問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みて、横継ぎ施工だけでなく、縦継ぎ施工においても、スペー
サー等を別途用意しなくても簡単に長尺床材の目地幅を所定の幅に合わせることができる
固定金具を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明にかかる固定金具は、長手方向に連続する凹溝が側
面に設けられた長尺床材が下方から支持される構造材にねじ固定される固定部と、この固
定部の両側から前記凹溝の下方の壁の上端まで立ち上がる立ち上がり部と、各立ち上がり
部の上端から外側に延出し、凹溝の下方の壁を構造材との間で挟み込んで長尺床材を固定
する押さえ部とを備える長尺床材固定金具であって、少なくとも一方の前記押さえ部が、
前記凹溝の下方の壁に食い込む複数の突起を備え、これらの突起は、前記立ち上がり部の
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上縁に沿う方向の両端縁より内側に入った位置に設けられているとともに、前記立ち上が
り部の上縁に沿う方向の、一端に配置された突起と、他端に配置された突起との外側端面
間の距離が、長手方向に連設される長尺床材との設定目地幅と同じになっていることを特
徴としている。
【０００９】
　本発明において、特に限定されないが、一方の押さえ部のみに突起が設けられていて、
他方の押さえ部の端縁が構造材側に向かって凸のＲ形状をしていることが好ましい。
　すなわち、他方の押さえ部の端縁を構造材側に向かって凸のＲ形状にすることによって
、このＲ形状部分がガイドとなり、他方の押さえ部と構造材との間に長尺床材の凹溝の下
方の壁をスムーズに差し入れることができる。したがって、施工性が向上する。
　突起の形状は、縦継ぎ施工時に隣接する長尺床材間の目地幅を設定された一定幅に保持
することができるとともに、横継ぎ施工時に長尺床材の凹溝の下側に壁にしっかりと食い
込むように作用すれば、特に限定されないが、長尺床材の長手方向の端面に当接する面が
長尺床材を受ける構造材の上面に対して垂直になっていることが好ましい。
　突起の大きさも特に限定されないが、高さが１～３ｍｍ程度が好ましい。
　すなわち、高さが高すぎると、長尺床材が気温や直射日光によって温められて膨脹した
際に、突起に乗り上げて長尺床材の反りが生じる恐れがあり、低すぎると縦継ぎ施工時に
長尺床材の端面にうまくあたらず、適正な目地幅を確保できないおそれがある。
【００１０】
　本発明において、固定金具の材質としては、長尺床材を安定して挟着固定できる材質で
あれば、特に限定されないが、ステンレス鋼、亜鉛めっき鋼等が挙げられる。
　本発明において、固定部の構造材の固定は、固定部にビス孔を設け、このビス孔を介し
てビスを構造材にねじ込む方法が一般的であるが、釘で固定しても構わない。また、ビス
孔は、１つでも複数設けても構わない。
【００１１】
　本発明の固定金具で固定される長尺床材としては、特に限定されないが、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ナイロンおよびポリ塩化ビニル等
の熱可塑性樹脂と木粉との混合樹脂組成物を押出成形して得た合成木材が好適である。
【００１２】
　本発明において、固定部が固定される構造材は、長尺床材を下側から支持できるもので
あれば特に限定されないが、根太が一般的である。
　上記構造材の材質は、アルミニウムなどの軽量金属、木材、合成木材などが挙げられる
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明にかかる固定金具は、少なくとも一方の前記押さえ部が、凹溝の下方に壁に食い
込む複数の突起を備え、前記立ち上がり部の上縁沿う方向の、一端に配置された突起と、
他端に配置された突起との外側端面間の距離が、長手方向に連設される長尺床材との設定
目地幅と同じになっているので、横継ぎ施工時だけでなく、縦継ぎ施工においても、スペ
ーサー等を別途用意しなくても簡単に長尺床材の目地幅を所定の幅に合わせることができ
る。すなわち、一種類の固定金具によって横継ぎも縦継ぎも行うことができるため、部品
点数を少なくなり、長尺床材を用いて形成される床の施工コストを低減することができる
。
　しかも、横継ぎ施工時には、突起が凹溝の下方の壁にしっかりと食い込むので、この食
い込みによって、長尺床材が幅方向に確実に固定される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明にかかる固定金具の１つの実施の形態をあらわす斜視図である。
【図２】図１の固定金具の断面図である。
【図３】図１の固定金具の底面図である。
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【図４】図１の固定金具の側面図である。
【図５】図１の固定金具を用いて横継ぎ施工する手順を説明する図である。
【図６】図１の固定金具を用いた横継ぎ施工時の長尺床材の固定状態を説明する図である
。
【図７】図１の固定金具を用いて縦継ぎ施工する手順を説明する図である。
【図８】図１の固定金具を用いた縦継ぎ施工時の長尺床材の固定状態を説明する図である
。
【図９】従来の固定金具の斜視図である。
【図１０】図９の固定金具を用いた長尺床材の固定構造を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明を、その実施の形態をあらわす図面を参照しつつ詳しく説明する。
　図１～図４は、本発明１の固定金具の１つの実施の形態をあらわしている。
【００１６】
　図１～図４に示すように、この固定金具Ａは、固定部１と、立ち上がり部２ａ，２ｂと
、押さえ部３ａ，３ｂとを備え、例えば、１ｍｍの厚みのステンレス鋼板を打ち抜いて折
り曲げプレス加工することによって形成されている。
　固定部１は、平面視矩形をしていて、中央にビス孔１１が穿設されている。
【００１７】
　立ち上がり部２ａ，２ｂは、固定部１の両側から対向するように固定部１に対してほぼ
直角に立ち上がっている。
　立ち上がり部２ａ，２ｂの下端（固定部１側）から上端までの高さは、後述する長尺床
材５の凹溝５１の下方（構造材側）の壁５２の厚みとほぼ同じになっている。
【００１８】
　押さえ部３ａは、一方の立ち上がり部２ａの上端から固定部１とほぼ平行、かつ、外側
（他方の立ち上がり部２ｂから離れる方向）に延出している。
　また、押さえ部３ａは、構造材への取り付け状態で構造材側に向かう面に、固定金具Ａ
を折り曲げプレス成形する際に切り起こしによって形成されている２つの突起３１，３１
を備えている。
【００１９】
　２つの突起３１は、図３に示すように、２つの突起３１の外側端面は、押さえ部３ａの
根太４側の面に対して垂直になっているとともに、外側端面間の距離Ｗが後述するように
、長尺床材５を長手方向に並べて敷設する場合に長尺床材５に形成しようとする目地幅に
一致する幅になっている。
　また、２つの突起３１は、図４に示すように、立ち上がり部２ａの上縁に平行な仮想線
Ｌ上に並ぶように配置されている。
【００２０】
　押さえ部３ｂは、一方の立ち上がり部２ｂの上端から固定部１とほぼ平行、かつ、他方
の立ち上がり部２ａから離れる方向に延出していて、その先端に補強部３２が連設されて
いる。
　補強部３２は、押さえ部３ｂの上面に対して鋭角をなすように、折れ曲がり部を湾曲形
状となるように、固定金具Ａの成形時に折れ曲げ形成されている。
　したがって、押さえ部３ｂの端縁３３は、構造材側に向かって凸のＲ形状をしている。
　因みに、上記固定金具Ａの大きさは、例えば、固定部1の幅が15mm、立ち上がり部２ａ
の高さが8mm、押さえ部３ａの幅が8mm程度、突起３１の高さ（根太4側への突出長さ）が
１～３ｍｍである。
【００２１】
　この固定金具Ａは、上記のようになっており、図５及び図６に示す横継ぎ施工時だけで
なく、図７及び図８に示す縦継ぎ施工時においても以下のようにして所定の目地幅Ｓ２を
正確に保持した状態で長尺床材５を根太4上に固定することができる。
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【００２２】
　〔横継ぎ施工方法〕
（１）例えば、図５に示すように、一方の長尺床材５を根太4上に配置するとともに、押
さえ部３ａが凹溝５１内に臨むとともに、立ち上がり部２ａが長尺床材５の凹溝５１の下
方（根太4側）の壁５２に端面にほぼ密着するように固定金具Ａを保持しながら、固定部1
が根太4の上面にほぼ密着するまで、固定金具Ａのビス孔１１を介してビス６を根太4にね
じ込む。すなわち、固定部1は、ビス孔１１の周囲が根太4とビス６の頭部との間で挟着さ
れて根太4に固定される。
（２）図５に示すように、他方の長尺床材５を、壁５２の端縁が押さえ部３ｂと根太4と
の隙間を臨むように根太4上に配置し、他方の長尺床材５を矢印Ｘ方向に押して、壁５２
の端縁を立ち上がり部２ｂにほぼ当接させる。
　このとき、押さえ部３ｂの端縁３３が根太4側に向かって凸のＲ形状をしているので、
長尺床材５の壁５２がスムーズに押さえ部３ｂと根太4との間に入り込み、他方の長尺床
材５の壁５２が押さえ部３ａと根太4との間でしっかりと挟み込まれる。
　また、他方の長尺床材５の壁５２が押さえ部３ｂと根太4との間に入り込むことによっ
て、押さえ部３ｂを上方へ押し上げる力が押さえ部３ｂに加わる。したがって、てこの原
理によって一方の押さえ部３ａに根太4側に向かうモーメントが生じ、図５に示すように
、突起３１が十分に壁５２に食い込んでいない場合でもこのモーメントによって突起３１
が壁５２にしっかりと食い込んで、一方の長尺床材５の壁５２が押さえ部３ａと根太4と
の間にしっかりと挟み込まれる。
　すなわち、幅方向に並べられた２つの長尺床材５は、固定金具Ａによって、所定の目地
幅Ｓ１を保った状態に固定される。また、突起３１が壁５２に食い込むため、長尺床材５
のずれ動きがこの突起３１によって規制される。
【００２３】
　〔縦継ぎ施工方法〕
（１）図７に示すように、一方の長尺床材５の長手方向の中間部を図６に示すように根太
4に固定するとともに、固定金具Ａの一方の突起３１の端面が一方の長尺床材５の端面に
当接し、押さえ部３ａの一部を先に固定された長尺床材５の凹溝５１内に入り込むように
、根太4上に固定金具Ａの固定部1をビス６で固定する。
（２）図７に示すように、先に固定された一方の長尺床材５の長手方向の端面に、他方の
長尺床材５の長手方向の端面を対向させた状態に根太4上に載置し、図８に示すように、
他方の突起３１に長手方向の端面が当接するまで、図７に示す矢印Ｙ方向に他方の長尺床
材５を根太4の上面に沿って一方の長尺床材５方向にスライドさせる。
　このようにして、長手方向に並べられた２つの長尺床材５は、固定金具Ａの２つの突起
３１によって、突起３１の間隔Ｗの目地幅Ｓ２を保った状態に固定される。
　また、突起３１の高さが１～３ｍｍであるので、長尺床材５が気温や直射日光によって
温められて膨脹した際に、突起３１にうまく乗り上げて長尺床材５が割れたりせず、また
乗り上げても長尺床材５に反りが生じることがない。
【００２４】
　以上のように、この固定金具Ａは、長尺床材５を幅方向に並べて施工する場合だけでな
く、長手方向に並べて配置させる場合においても、スペーサー等を別途用意しなくても簡
単に長尺床材５の目地幅Ｓ１，Ｓ２を所定の幅に合わせることができる。
【００２５】
　本発明は、上記の実施の形態に限定されない。例えば、上記の実施の形態では、一方の
押さえ部のみに突起が設けられていたが、両側の押さえ部に同様に突起を設けるようにし
てもよい。なお、両側の押さえ部に突起を設けた場合、横継ぎ施工時には、固定部を上下
方向に動くように根太に仮固定しておき、固定部を根太から離すように持ち上げながら、
両側の長尺床材の凹溝の下側の壁を固定金具の両弾性挟持部と根太との間に挿入した状態
で両長尺床材を根太に受けさせ、そののち、両長尺床材の目地から差し入れたドライバー
等の工具によってビスを根太方向にしっかりとねじ込んで固定部を固定するようにするこ
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とが好ましい。
　上記の実施の形態では、押さえ部に突起が２つであったが、長手方向目地幅確保用の突
起と突起との間に、幅方向に長尺床材を並べた際に、凹溝の下側の壁に食い込ませるため
のみの突起を別途設けるようにしても構わない。
【００２６】
　上記の実施の形態では、補強部が一方の押さえ部のみに設けられていたが、両方の設け
られていても、無くても構わない。
【符号の説明】
【００２７】
Ａ　固定金具
１　固定部
１１　ビス孔
２ａ，２ｂ　立ち上がり部
３ａ，３ｂ　押さえ部
３１　突起
３３　端縁（押さえ部３ｂの端縁）
４　根太（構造材）
５　長尺床材
５１　凹溝
５２　壁（凹溝５１の壁）
６　ビス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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